
2013年２月　日 （    ） 14広報うらそえ １ 2013年２月１日 （　 ） 15 広報うらそえ 

問い合わせ ８７６－１２３４ 1
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●個人および法人市民税、軽自動車税等の賦課に関すること・・・・市民税課　内線（2211～2217） 
●固定資産税（土地、家屋及び償却資産）の賦課に関すること・・・・資産税課　内線（2261～2265） 
●市税の徴収や納税相談等に関すること・・・・・・・・・・・・・納 税 課　内線（2315・2318） 

　今月の市税だよりは、平成25年度市・県民税および国民健康保険税申告についてお知らせします。 

（１）申告書（送付されていない場合は、市民税課窓口か申告会場にあります。） 
（２）印鑑（認印可） 
（３）平成24年中の収入・経費を証明するもの 
　　　（給与や年金の源泉徴収票、給与証明書、事業者の収入支出帳簿、経費の領収書等） 
（４）諸控除を受ける人 
　　　・社会保険料の領収書または支払証明書 
　　　・生命保険料・地震保険料の控除証明書 
　　　・医療費の領収書、・身体障害者手帳や療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 
　　　・障害者控除対象者認定書（65歳以上で要介護の認定を受けている方、介護保険課で発行） 
　　　・その他内容を確認する際、必要と思われるもの 
 
 

所得証明書等が発行できない！（市・県営住宅の入居・更新、就学援助、こども手当、保育所入所な
どの手続きに支障をきたします！） 
国民健康保険税、高額療養費の自己負担額の軽減措置が受けられない！ 
国民年金の免除申請および各種福祉手当の受給手続きができない！ 
　　　…などの不利益をこうむる場合があります。市民の皆さまのご協力をお願いします。 

 
 
・申告期限の３月15日を過ぎますと、新年度の課税準備のため申告受付を停止します。 
　次回の市・県民税申告は６月3日（月）から受付再開となります。期限内申告をお願いします。 
・申告書は自主記載が原則です。申告がスムーズに行えるよう、事前の記入、証明書等の整理にご協力お
願いします。 
 
 
　平成24年1月1日以後に契約した生命保険では、生命保険料控除とは別に介護保険料控除が設けられます。
生命保険料控除、介護保険料控除、個人年金保険料控除が住民税ではそれぞれ28,000円合計で70,000円、
所得税ではそれぞれ40,000円、合計120,000円になります。 
　平成23年12月31日以前に契約した保険では、保険料控除はこれまでどおりです。控除額等については、
保険会社等から送られるはがき等で確認してください。 

■ ２月18日（月）から平成25年度市・県民税および国民健康保険税申告受付が始まります！ 
 

３　申告に必要な書類 

４　市・県民税の申告をしないと困ること 

５　注　　意 

６　生命保険料控除の制度の改正について 

２　申告受付期間・場所・地区別受付日程 

　この申告は、平成25年度の市・県民税、国民健康保険税の課税資料となります。期限内申告にご協
力お願いします。 

平成25年１月１日現在、浦添市に居住
していますか？ 

平成25年１月１日に居住している市町村で申告してください。 

平成24年中に収入がありましたか？ 
 
※失業保険、労災保険、生活保護費、遺族
年金、福祉年金等は収入に含まれません。 

無収入であるという申告をしてください。 
年末調整や申告によってご家族の扶養に入っている方は、
申告の必要はありません。 
※ただし、市外居住者に扶養されている場合は申告が必要です。 

浦添市役所にて申告が必要です。 

昨年の所得が給与のみで、勤務先にて
年末調整がされており、事業所から浦
添市役所へ給与支払報告書の提出がさ
れていますか？ 

役所での市・県民税の申告は必要ありません。 
※ただし、市・県民税における扶養控除・社会保険料控除等の控
除を変更、または新たに受ける際は、申告する必要があります。 
 
※新規の事業（営業）を立ち上げた方・新規の不動産（ア
パート収入等）・譲渡所得のある方や青色申告の方は、
税務署の確定申告会場（結の街）で申告してください。 

昨年の所得が公的年金等の収入のみでしたか？ 

申告の必要はありません。 
※ただし、社会保険料控除等の諸控除を受ける方は、確定
申告または市・県民税申告をすることができます。  
※公的年金等の収入額が400万円を超える方は、所得税の
確定申告が必要です。 

農業所得・営業所得・不動産所得・給
与取得等について、税務署にて所得税
の確定申告をしますか？ 

確定申告をする方は、市役所での市・県民税の申告の必要
はありません。 

スタート は　い 

はい 

いいえ 

いいえ 

はい 

はい 

は　い 

は　い 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

期　　間　２月18日（月）～３月15日（金） 受付時間 会　　場 
２月 
18（月） 仲間・安波茶 
19（火） 伊祖 
20（水） 牧港 
21（木） 港川・城間・キャンプキンザー内 
22（金） 屋富祖 
25（月） 宮城 
26（火） 仲西・勢理客・小湾 
27（水） 内間・西洲・伊奈武瀬 
28（木） 沢岻・経塚 

３月 ※９日（土）、10日（日）は休日受付を行います。 
１（金） 前田・西原 
４（月） 当山・大平 
 
 
５（火） 
　～ 
15（金） 

指定日に来れなかった方 
（全地区対象） 

午前９時～ 
　　11時30分 
 
午後１時～ 
　　４時30分 

浦添市役所 
９階講堂 

※最後の１週間は混雑が予想されるため、お早めの申告をお願いします。 

平成24年中に支払ったもの }

　画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額

などが自動計算され、所得税、消費税の申告書や

青色申告決算書などを作成できます。 

　また、作成したデータは、「e-Tax（電子申告）」

を利用して提出できます。 

※e-Taxの利用に際しては、電子証明書の取得（手

数料が必要、有効期限は３年間）、ＩＣカード

リーダライタの購入などの事前準備が必要です。 

「ｅ－Ｔａｘ」を利用して申告すると… 

①平成24年分の申告で最高3,000円の税額控除 

※本人の電子署名と電子証明書を付して期限内に

申告する場合（平成19年分から24年分の間でい

ずれか１回） 

②添付書類の提出省略、③還付がスピーディー 

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。 

 

 問い合わせ　北那覇税務署　1８７７－１３２４ 

　　　　　　　　市民税課　　  （内線２２１３） 

　那覇税務署・北那覇税務署の平成24年分の確定
申告会場は下記のとおり署外に設けております。
来場される方は場所・期間をご確認のうえ早めの
申告・納税にご協力ください。 
○「浦添市産業振興センター・結の街」 
　 [平成25年2月18日（月）～３月15日（金）] 
※会場駐車場には限りがありますので、公共交
通機関をご利用いただきますよう、ご協力を
お願いします。 

○受付時間：午前９時～午後４時 

１　あなたは市・県民税の申告が必要ですか？ 

※会場の混み具合によって受付終了時間が早まる場合があります。 

◎北那覇税務署からのお知らせ 
 

申告書の作成は国税庁ホームページの 
便利な「確定申告書等作成コーナー」で！！ 
 
 

◎北那覇税務署からのお知らせ 
 

申告書の作成は国税庁ホームページの 
便利な「確定申告書等作成コーナー」で！！ 
 
 

◎北那覇税務署からのお知らせ 
 

申告書の作成は国税庁ホームページの 
便利な「確定申告書等作成コーナー」で！！ 
 
 


